
原議保存期間1 0年

(令和13年12月31日まで）

事 務 連 絡

令和3年1月26 日

警察庁長官官房首席監察官

皇宮警察本部長

各管区警察局長

各都道府県警察の長

殿

令和2年訟務統計について

みだしの件については、別添のとおりであるので活用されたい。
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訴訟事件の審級別状況調

告訴告発等事件調

人権侵犯事件調

行政不服申立事件調

警察庁長官官房人事課
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注本統計は、令和2年中の警察に係る争訟事件について、平成28年12月27日付け警察庁丙人発第190号「訟務関係統計

資料の定期報告要領の制定について（通達)」に基づく都道府県警察からの報告等により作成したものである。

なお、様式1－1については、国（国家公安委員会・警察庁）を当事者とする事件を含んでいる。



様式1－1

訴訟事件の審級別状況調
（令和2年）
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様式2－1

告訴・告発事件等調

（令和2年）

(全国）

【告訴･告発事件】

が
結 果

と
ず
罪
韓 ｊ

末
済
Ｂｌ

期
未
一

当
の
帥く

終結

(B)ｊ

計
Ａく

当期中の発生前期末からの繰越

国､■■認
趨 l

’ 31 94

88 232 | 80 1 1 2 1 244 1 Z@'’ ’ 4 1 '7 1 141

【起訴された告訴･告発事件】

区分

ｊ

末
済
Ｂｌ

期
未
一

当
の
幻く

結 果

有罪 ｜ 無罪 ｜ その他

終結

(B)ｊ

計
Ａｌ

当期中の発生前期末からの繰越

事件数

職員数

| | | | |

／



告訴・告発事件等調

（令和2年）
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告訴・告発事件等調

（令和2年）

(全国）

【検察審査会審査事件】
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様式3－1

人権侵犯事件調
（令和2年）

(全国）
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様式4

行政不服申立事件調
（令和2年）
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警察本部長又は警察署長が行う処分に関するもの
． ’"． ｰ” 」 ｜裁 茨｢了

当

期

中

当

区分 公安委員会が行う処分に関するもの

雛|願ゞげ|…劃|” ：|潔書｜
｜裁

’ ’ ’ ’

期未

末済

の当

生中

期発

取下げ
認 容却下又は棄却

期
未
末
済の発 生

前期末か

らの繰越 の
前期末か

らの繰越

当
の 取下げ

認 容却下又は棄却

部門別｡法令別
1刑

・
組

|暴 対 法 関 係｜
|その他（ ）｜
|風営適正化法関係’

15
日＝＝＝＝

1

15 １
口
－

生
活
安
全

1１
－
帽
－
５
｜
｜
幅

銃 刀 法 関 係 ８
－
１
’
’
７

3 帽
－
５
｜

帽
一
羽
－
４
｜
理

14

７
｜
鯛

岬
一
一
Ｍ

その他（

~匡三罫
1
二二

9

ｊ
｜

止

一

消

旧
一

四

６
｜

鯛

２

１

’

㈹

3
■
・
■
Ⅱ
Ⅱ停

一
取

の
一
の

９
｜
怖
一
３

1771273

道
路
交
通
法
関
係

免許の拒否・保留 56

免許証の交付 13２
｜
川
一
幻

浬
一
詞
一
唖

15

免許証の更新 1 価
一
郷
－
２

235唖
一
狸
－
７

交 優良運転者該当 枢

一

理

１

3

基礎点数付加 421

違反者講習通知等
ロ
ロ
■
Ⅱ
■

移動措置等通

放置違反金納付命令 12024345132 276

1 11道路使用許可 1

囮
圃
図
圖
回

他

）

1 232４
’
１
’
㈹
一
一
２

４
ｌ
１
ｌ
８
ｌ
ｌ
２

1そ 3の

2車 庫 法 関 係 2

|その他（

公安条例
|その他（その他（

114

’｜関
鑿
一
一
二

備

総 1041 161

~1
81
2591 171

副

一
６
’
１
｜
｜
翅

8刎

６

1553419 2情報公開･個人情報保護条例関係 2530

地方公務員法関係 1
譽
務 その他（ 91 1

銅 ’81

） 7旧
一
一
恥

161

13961 1191

１
｜
｜
面 71 7511 1 3101’ 計


